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ライターに係る製造・輸入・販売規制の開始について

ライターについては、いわゆる使い捨てライターや多目的ライター（点火棒）を規制の

対象とすべきとする消費経済審議会答申（平成２２年６月１８日）を受け、消費生活用製

品安全法施行令の一部改正により特定製品及び特別特定製品として追加したところです。

（平成２２年１１月１０日公布）

今般、同法に基づく経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令も改正を行

い、施行令とともに本年１２月２７日付けで施行され、消費生活用製品安全法による規制

が開始されました。

つきましては、下記の事項について傘下の各事業者へ周知徹底が図られますよう、よろ

しくお願いいたします。

なお、今後、各地域において制度導入に係る説明会を開催することとしております。開

催予定の詳細は、当省のホームページをご覧ください。

記

１．規制対象となるライターは、いわゆる使い捨てライターといわれるたばこ用のライタ

ーに加え、たばこ以外のものに点火する多目的ライターも含まれます。

これらは、法令に定める技術上の基準を満たすとともに第三者機関である登録検査機

関による検査を受ける等の要求に適合したものであることを示す表示（ＰＳＣマーク）

を付したものでなければ、販売及び販売を目的とした陳列ができなくなります。（別添

参照）

２．販売及び販売を目的とした陳列に係る規制は、本年１２月２７日から施行されていま

すが９月間の猶予期間が設けられています。従って平成２３年９月２７日からはＰＳＣ

マーク等の表示が付されていない製品は販売できなくなります。



（別添）

消費生活用製品安全法によるライター規制について

１．背景

ライターによる火災等の事故については、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩ

ＴＥ）の集計によれば、平成１６年度から２０年度の５年間で、残火、意図しない着火

等１３２件の製品事故が報告されています。

また、東京都によれば、東京消防庁管内において、平成１１年から２０年の１０年間

に、１２歳以下の子供のライターを使用した火遊びによる火災が５００件余り発生して

いるとしています。

欧米では、子供がライターを簡単に使えないようチャイルドレジスタンス機能に関す

る安全規制が既に導入されていますが、我が国においてはこれまでこのような規制が導

入されていなかったため、経済産業大臣の諮問機関である消費経済審議会での議論を経

て、ライターを消費生活用製品安全法の特定製品及び特別特定製品として指定し、平成

２２年１２月２７日より規制が開始されました。

２．規制の概要

(1)規制の対象となるライター

政令上、「ライター（たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上

一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用

のものに限る。）」としており、いわゆる使い捨てライターと多目的ライター（点火棒）

を対象としています。

なお、販売から２年間以上の保証書を付けること、日本国内に設置するアフターサー

ビスセンター等で出荷日から５年間以上、ライター部品の交換又は修理が可能であるこ

と等、長期間の使用が確保される製品については除外される場合があります。

(2)製造事業者及び輸入事業者の義務

製造・輸入事業者には、以下の事項の義務を履行し、表示（ＰＳＣマーク）を貼付し

たものでなければ、販売又は販売を目的とした陳列が禁止されます。（政令の附則によ

り９月間の販売猶予期間が設けられており、平成２３年９月２７日からは、表示のない

製品の販売ができなくなります。）

①事業の届出（法第６条）

届出書の提出に際しては、被害者一人当たり１０００万円以上かつ年間３０００万

円以上を上限額として補てんすることを内容とする損害賠償責任保険契約が締結され

ていることが必要です。

②技術適合義務（法第１１条）

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に定める技術基準に適合し

ていることを検査し、記録を残しておくことが必要です。

③適合性検査の受験（法第１２条）

第三者機関である登録検査機関の検査を受け、適合していることを証する証明書の



交付を受け保存しておくことが必要です。

④表示（法第１３条）

上記①から③までを履行したとき表示を行うことができます。

(3)販売事業者の義務

法第４条により、表示（ＰＳＣマーク）が貼付されたものでなければ、販売又は販売

を目的とした陳列が禁止されているため、表示があることを確認して販売する必要があ

ります。（政令の附則により９月間の販売猶予期間が設けられており、平成２３年９月

２７日からは、表示のない製品の販売ができなくなります。）

３．技術上の基準の概要

機能的要求や構造に関しては、火炎の高さやばらつき、耐熱性や繰り返し燃焼性能、

容器の耐圧性能などについて規定されており、具体的には、日本工業規格Ｓ４８０１（２

０１０）又は日本工業規格Ｓ４８０２（２０１０）に適合していることが必要です。

また、火炎の生成における構造について、日本工業規格Ｓ４８０３（２０１０）の安

全仕様（操作力による幼児対策）を満たしているか、又は、米国規格又は欧州規格に基

づき実施されたチャイルドパネルテストに合格していること等が必要です。

なお、技術上の基準の解釈として、子供の不注意による点火を防止するため、聴覚若

しくは視覚効果で楽しませるようなものでないことや、物理的形状又は機能で楽しませ

ることにより子供に興味を与えることがないことが定められています。このため、いわ

ゆるノベルティーライターと呼ばれるものについては、技術上の基準を満たさず、今後、

販売が認められないこととなります。

４．関係法令等

・消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）

・消費生活用製品安全法施行令（昭和４９年政令第４８号）

・経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令（昭和４９年通商産業省令

第１８号）

・消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について（平成２２年１２月２

４日付け平成２２・１２・１０商局第１号）

なお、平成２３年１月下旬から２月中旬にかけ、全国１０ヶ所（札幌(2/17)、仙台(2

/18)、東京(1/26)、さいたま(2/4)、名古屋(2/16)、大阪(2/15)、広島(1/31)、高松(2/

10)、福岡(2/3)、那覇(2/1)）で説明会を開催いたします。今後、各都道府県主催での

開催も検討し、順次、開催日程等について以下の当省ホームページに掲載していく予定

ですので、ご確認ください。

また、消費生活用製品安全法関係の情報やライター規制の詳細については、以下のＵ

ＲＬに掲載されています。関係資料についても掲載を充実されていく予定でおりますの

で、是非ご覧ください。

URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm

（検索エンジンでキーワードを「ＰＳＣマーク」として検索すると上位に表示されます。）
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